
議員提出議案第１号 

 

   被災地支援のための高速道路無料措置の延長を求める 

   意見書 

 

上記の議案を別紙のとおり南相馬市議会会議規則第１４条第１項

の規定により提出いたします。 

 

  平成２４年３月１２日提出 

 

南相馬市議会議長  平 田   武 様 

 

          提出者 南相馬市議会議員 小 川 尚 一 

          賛成者 南相馬市議会議員 渡 部 寬 一 

          〃     〃     志 賀 稔 宗 

          〃     〃     横 山 元 栄 

           〃     〃     小  林 正 幸 



被災地支援のための高速道路無料措置の延長を求める意見書（案） 

 

東日本大震災による大地震と大津波により、南相馬市と相双地方の交通網は、道路と鉄道

の両方に甚大な被害を受けました。 

平成２３年度中に相馬市まで開通を予定していた常磐自動車道は、東京電力福島第一原子

力発電所事故の影響により工事が中断されていましたが、ようやく環境省からの放射能に対

する方針が示され、今年度より工事が再開されました。しかし、首都圏への交通アクセスが

可能になるには、相当の時間を要するものと考えます。 

現在、南相馬市の幹線道路は、西へは計画的避難区域の飯舘村を通り、福島市へ抜ける県

道１２号線と、北は相馬市から仙台市へ伸びる国道６号線だけであり、ＪＲ常磐線について

も原ノ町駅～広野駅間と相馬駅～亘理駅間の復旧のめどが立たない中で、陸の孤島と化して

います。 

南相馬市民は、震災と原発事故以来、仙台方面へは自家用車またはＪＲ代行バスなどで移

動し、首都圏方面へは直接南下するのではなく、福島市を経由して６時間以上要する現状に

あります。また、南相馬市民は、放射能の不安からいまだに全国に２万５千人以上が避難し

ており、ふるさと南相馬市への往来は不可欠となっております。 

さらに、復旧・復興に伴う交通量の増大から、以前よりも多くの時間と費用がかかり、市

民生活に大きな負担となっています。 

被災地の一日も早い復興と住民の負担軽減のため、ＪＲ常磐線と国道６号線が完全復旧し、

常磐自動車道が全線開通するまでの間、現行の高速道路無料措置の延長を強く要望します。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 

平成２４年３月１２日 

福島県南相馬市議会議長 平田  武 

内閣総理大臣 様 

国土交通大臣 様 

 



議 員 提 出 議 案 第 ２ 号 

 

   「 福 島 復 興 再 生 特 別 措 置 法 案 」 の 拡 充 を 求 め る 意 見 書 

 

上 記 の 議 案 を 別 紙 の と お り 南 相 馬 市 議 会 会 議 規 則 第 １ ４ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 提 出 い た し ま す 。 

 

  平 成 ２ ４ 年 ３ 月 １ ２ 日 提 出 

 

南 相 馬 市 議 会 議 長   平  田    武  様 

 

          提 出 者  南 相 馬 市 議 会 議 員  土  田  美 恵 子 

          賛 成 者  南 相 馬 市 議 会 議 員  水  井  清  光 

          〃      〃      渡  部  寬  一 

          〃      〃      横  山  元  栄 

           〃      〃      小  林  正  幸 

 



「 福 島 復 興 再 生 特 別 措 置 法 案 」 の 拡 充 を 求 め る 意 見 書 （ 案 ）  

 

未 曾 有 の 東 日 本 大 震 災 及 び 人 災 で あ る 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故

か ら １ 年 を 迎 え る が 、 福 島 の 復 興 ・ 再 生 に は 、 放 射 能 の 除 染 や 社 会

イ ン フ ラ の 復 旧 な ど 多 く の 課 題 が 山 積 み し て い る 。  

本 年 は 「 復 興 元 年 」 と し 、 福 島 に 生 き る 次 世 代 が 誇 り と 安 心 を も

っ て 住 み 続 け ら れ る 地 域 と し て 復 興 さ せ る こ と に 全 力 を 挙 げ な け れ

ば な ら な い 。 そ の 中 で も 、 福 島 が 原 発 事 故 に よ り 深 刻 か つ 多 大 な 被

害 を 受 け た と い う 特 殊 事 情 に か ん が み 、 国 は 福 島 の 復 興 ・ 再 生 へ の

取 り 組 み を 最 大 限 に 支 援 す る 責 務 を 有 す る も の と 考 え る 。  

特 に 、 原 発 事 故 の 責 任 は 原 子 力 政 策 を 推 し 進 め て き た 国 と 東 京 電

力 に あ っ て 、福 島 県 民 の 責 任 で な い こ と は 明 白 で あ る 。し た が っ て 、

原 発 事 故 に 起 因 す る す べ て の 損 失 は 、 国 の 責 任 の も と 速 や か に 、 か

つ 無 条 件 に 回 復 さ れ な け れ ば な ら な い 。  

ま た 、 こ れ ま で の 日 本 の 関 連 法 体 系 は 、 Ｉ Ｎ Ｅ Ｓ 「 レ ベ ル ７ 」 と

い う 史 上 最 悪 の 原 発 事 故 を 想 定 し た も の に な っ て お ら ず 、 現 行 法 体

系 の も と で は 十 分 に 対 応 し き れ な い こ と が 日 々 発 生 し て お り 、 原 発

事 故 の 被 害 者 と な っ た 県 民 の 暮 ら し を 守 る 上 で 特 別 の 法 律 が 必 要 な

こ と は 、 こ れ ま で も 福 島 県 が 求 め て き た よ う に 当 然 の こ と で あ る 。  

よ っ て 、 真 に 福 島 の 復 興 ・ 再 生 を 図 る 原 発 事 故 に 関 す る 特 別 措 置

法 の 制 定 に 当 た っ て は 、 以 下 の 事 項 を 盛 り 込 ん だ 法 律 と す る こ と 。  

記  

１  福 島 県 が 取 り 組 む １ ８ 歳 以 下 の 医 療 費 無 料 化 に つ い て 、永 続 的

に 取 り 組 め る よ う 、基 金 の 特 例 等 の 必 要 な 措 置 に つ い て 明 記 す る

こ と 。  

２  放 射 線 被 曝 に 起 因 す る と 思 わ れ る 健 康 被 害 が 将 来 発 生 し た 場

合 、医 療 や 福 祉 に わ た る 措 置 を 総 合 的 に 講 ず る 旨 、明 記 す る こ と 。 

３  復 興 交 付 金 の 活 用 に 当 た っ て は 、 原 発 事 故 と い う 特 殊 事 情 を 十

分 踏 ま え 、 交 付 金 の 対 象 地 域 に つ い て は 福 島 県 全 域 と す る と と も

に 、 対 象 事 業 に つ い て は ハ ー ド ・ ソ フ ト 両 面 に わ た り 柔 軟 に 活 用

で き る 旨 、 明 記 す る こ と 。  

４  除 染 や 検 査 、 避 難 生 活 、 教 育 な ど 、 原 発 事 故 に 起 因 す る 県 民 の

暮 ら し の 困 難 に か か わ っ て 、 必 要 な 対 応 と 財 源 の 一 切 を 国 が 責 任

を 持 つ こ と を 明 記 す る こ と 。 そ の た め に も 電 源 開 発 促 進 税 制 及 び



エ ネ ル ギ ー 特 別 会 計 の 見 直 し を 明 記 す る こ と 。  

５  原 発 事 故 に か か わ る 精 神 的 賠 償 を 含 む あ ら ゆ る 賠 償 が 、 速 や か

に 、 も れ な く 全 面 的 に 実 施 さ れ る こ と が 国 の 責 務 で あ る こ と を 明

記 す る こ と 。 原 発 事 故 賠 償 を 単 純 な 民 間 同 士 の 賠 償 ・ 紛 争 に し な

い こ と 。  

６  賠 償 に つ い て は ２ ０ ０ 万 県 民 の す べ て が 被 害 者 で あ り 、 県 民 を

分 断 す る よ う な 線 引 き を 行 な わ な い よ う に 明 記 す る こ と 。  

７  原 発 事 故 の 責 任 が 、 原 子 力 政 策 を 推 し 進 め て き た 国 に あ る こ と

を 明 記 す る と と も に 、 福 島 県 と 福 島 県 議 会 、 南 相 馬 市 と 南 相 馬 市

議 会 が 求 め て い る 「 県 内 全 原 発 の 廃 炉 」 を 明 記 す る こ と 。  

以 上 、地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 い た し ま す 。 

 

平 成 ２ ４ 年 ３ 月 １ ２ 日  

福 島 県 南 相 馬 市 議 会 議 長  平 田   武  

内 閣 総 理 大 臣  様  

復 興 大 臣  様  



議 員 提 出 議 案 第 ３ 号  

 

   議 会 議 員 の 議 員 報 酬 、 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部  

   を 改 正 す る 条 例 制 定 に つ い て  

 

上 記 の 議 案 を 別 紙 の と お り 南 相 馬 市 議 会 会 議 規 則 第 １ ４ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 提 出 い た し ま す 。  

 

  平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ２ ２ 日 提 出  

 

南 相 馬 市 議 会 議 長   平  田    武  様  

 

          提 出 者  南 相 馬 市 議 会 議 員  鈴  木  昌  一  

          賛 成 者  南 相 馬 市 議 会 議 員  山  田  雅  彦  

          〃      〃      今  村    裕  

          〃      〃      小  川  尚  一  

           〃      〃      渡  部  寬  一  

          〃      〃      小  林  正  幸  

          〃      〃      土  田  美 恵 子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提 案 理 由  

 議 長 、 副 議 長 又 は 議 員 の 職 の 異 動 に 伴 い 議 員 報 酬 の 額 に 異 動 が 生

じ た と き は 、 そ の 日 か ら 新 た に 受 け る べ き 額 を 支 給 す る た め 、 必 要

な 改 正 を 行 う も の で あ る 。



南相馬市条例第  号 

 

議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(案) 

 

 議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例（平成１８年南相馬市条例第４２号）の一

部を次のように改正する。 

 次の表中、改正前の欄の下線又は太枠で表示された部分（以下「改正部分」という。）

を、改正後の欄の改正部分に改める。 

 次の表中、改正後の欄にのみ改正部分があるときは、当該改正後の欄の改正部分を加

える。 

 次の表中、改正前の欄にのみ改正部分があるときは、当該改正前の欄の改正部分を削

る。 

 

改 正 後 改 正 前 

（議員報酬） 

第２条 【略】 

２ 議長、副議長が選挙され、又は議員がその職

に就いたときは、その選挙され、又は職に就い

た日から議員報酬を支給する。 

 

３ 職の異動に伴い議員報酬の額に異動が生じ

たときは、その日から新たに受けるべき議員報

酬を支給するものとし、その者に対して支給す

べきその月の議員報酬の額は、その異動の日前

及びその異動の日以後の日数に応じた額の合

算額とする。 

４ 議長、副議長又は議員が任期満了、辞職、失

職、除名又は議会の解散によりその職を離れた

ときはその日まで、死亡によりその職を離れた

ときはその死亡の日の属する月まで議員報酬

を支給する。 

５ 前３項の規定により議員報酬を支給する場

合であって、月の初日から支給するとき以外の

とき又は月の末日まで支給するとき以外のと

きは、その議員報酬の額は、その月の現日数を

基礎として日割りによって計算する。 

（議員報酬） 

第２条 【略】 

２ 月の中途において議長、副議長が選挙され、

又は議員がその職に就いたときは、その選挙さ

れ、又は職に就いた日から日割計算により議員

報酬を支給する。 

 

 

 

 

 

 

３ 議長、副議長又は議員が月の中途において任

期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によ

りその職を離れたときは日割計算によりその

日まで、死亡によりその職を離れたときはその

死亡の日の属する月まで議員報酬を支給する。 

４ 前２項の日割計算の方法は、当該月の現日数

を基礎とする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。
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議員提出議案第 ４ 号 

 

   平成２３ 年 ５月１日から平 成 ２４年３月３１ 日 までの 

   間におけ る 議会議員の議員 報 酬の減額に関す る 条例の 

   一部を改 正 する条例制定に つ いて 

 

上 記の議案を別紙 のとおり南相馬 市 議会会議規則第 １ ４条第１項

の規定により提 出 いたします。 

 

  平成２４年 ３ 月２２日提出 

 

南 相馬市議会議長   平  田    武  様 

 

          提出者  南 相 馬市議会議員  今  村    裕 

          賛成者  南 相 馬市議会議員  山  田  雅  彦 

          〃      〃      鈴  木  昌  一 

          〃      〃      小  川  尚  一 

           〃      〃      渡  部  寬  一 

          〃      〃      小  林  正  幸 

          〃      〃      土  田  美恵子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 東日本大震災 か らの復旧・復興 対 策及び原子力災 害 への対応に必

要な財源の確保 に 向けて、議員報 酬 の１０パーセン ト 減額措置を平

成２５年３月３ １ 日まで継続する た め、必要な改正 を 行うものであ

る。



 

 

南相馬市条例第  号   

 

平成２３年５月１日から平成２４年３月３１日までの間における議会議員の議 

員報酬の減額に関する条例の一部を改正する条例 

 

 平成２３年５月１日から平成２４年３月３１日までの間における議会議員の議員報酬の減

額に関する条例（平成２３年南相馬市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、改正前の欄の下線又は太枠で表示された部分（以下「改正部分」という。）を、

改正後の欄の改正部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

平成２３年５月１日から平成２５ 

年３月３１日までの間における議 

会議員の議員報酬の減額に関する 

条例 

 

平成２３年５月１日から平成２５年３月３１

日までの間における議長、副議長及び議員の議員

報酬の月額は、議会議員の議員報酬、費用弁償等

に関する条例（平成１８年南相馬市条例第４２

号）第２条第１項の規定にかかわらず、同項に規

定する額から１０パーセントを減じて得た額と

する。 

平成２３年５月１日から平成２４ 

年３月３１日までの間における議 

会議員の議員報酬の減額に関する 

条例 

 

平成２３年５月１日から平成２４年３月３１

日までの間における議長、副議長及び議員の議員

報酬の月額は、議会議員の議員報酬、費用弁償等

に関する条例（平成１８年南相馬市条例第４２

号）第２条第１項の規定にかかわらず、同項に規

定する額から１０パーセントを減じて得た額と

する。 

 

附 則 

 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

 


